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平成２７年度から子ども・子育て支援新制度が始まり、南相馬市の教育・保育施設はすべて「新制度」に移

行いたしました。新制度に移行した認可保育施設や幼稚園の利用を希望する場合は、居住している自治体

から「教育・保育給付認定」を受けることが必要となります。この認定はお子さんの年齢と保育の必要性の有

無により下記の３つの区分に分かれ、区分により利用できる施設が異なります。２号・３号認定には、次ページ

に記載されている「保育を必要とする事由」が必要です。 

認定区分 認定の説明 年齢区分 利用可能施設 

１号認定 
教育標準時間認定(１日４時間を標準として各

施設で定める教育課程に係る時間) 
満３歳以上 

幼稚園 

認定こども園（幼稚園機能） 

２号認定 
保育標準時間認定（１日最大１１時間まで） 

保育短時間認定（１日最大８時間まで） 
満３歳以上 

保育園 

認定こども園（保育園機能） 

３号認定 
保育標準時間認定（１日最大１１時間まで） 

保育短時間認定（１日最大８時間まで） 
満３歳未満 

保育園 

認定こども園（保育園機能） 

地域型保育(小規模保育等) 

  

認定を受けると、認定内容が記載された「教育・保育給付認定決定通知」が交付されます。 

 

なお、下記のような認定内容の変更があるとき、必ず「教育・保育給付認定変更申請書（兼変更届）」を通

園している施設に提出してください。通園されていないお子さんは、こども育成課に提出してください。 

 □ 結婚（離婚）により、世帯員が増えた（減った）／保護者が変わった／お子さんの姓が変わった 

 □ 住所が変更になった 

 □ 出産（死亡）により、世帯員が増えた（減った） 

 □ 保育を必要とする事由の変更（仕事を辞めて求職活動中になった／就労が決まった、など） 

教育・保育施設について 

施設 対象 概要 

幼稚園・ 

認定こども園 

(幼稚園利用) 

満３～５歳 保育の必要性の有無を問わず、小学校以降の教育の基礎をつくるための

幼児期の教育を行う施設。教育時間の前後や長期休業中は預かり保育

を実施 

保育園 ０～５歳 就労、病気、介護等の理由により、家庭保育ができない保護者に代わり、

小学校就学前まで保育する施設 

認定こども園 

(幼保連携型) 

０～５歳 0 歳から 5 歳までの保育を必要とする児童（2 号および 3 号）と 3 歳から

5 歳までの教育を希望する児童（1 号）を一体的に教育・保育する、幼稚

園と保育園の機能を併せ持つ施設 

小規模保育事業 ０～２歳 就労、病気、介護等の理由により、家庭保育ができない保護者に代わり、

定員１９人以下の少人数で家庭的な保育を実施する施設 

教育・保育給付認定とは 

通知の種類 通知の対象者 

教育・保育給付認定決定通知 

・初めて認定を受ける方 

・認定事由が変更となった方 

 （例：保育の必要事由「就労」から「求職活動」への変更 など） 

教育・保育給付認定変更通知 

・認定区分が変更となった方 

（例①：３号認定のお子さんで、３歳の誕生月になり２号認定になった） 

（例②：１号認定のお子さんで、保育が必要となり２号認定になった） 
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利用基準について 

 原則として、利用開始希望日の前日までに南相馬市に居住している生後９週（５７日）目から就学前ま

での乳幼児で、保護者が次のいずれかに該当するためお子さんの保育ができない場合、認可保育施設

の申込み・入園が可能となります。 

ここでの保護者とは、父母又は父母の代わりにお子さんを養育している祖父母等です。 

 

 

 

 

保育を必要と

する事由 
利用の条件 保育認定時間 利用できる期間 

①  就労 

 

１か月に６４時間以上の就労（フルタイム、パートタ

イム、自営業、在宅勤務）を常態としている場合。 

※６４時間未満の就労は「求職活動」とみなす。 

 

育児休業取得中で、入園希望月に復職する場合

の申込みは「妊娠・出産」ではなく「就労」となる。 

１か月に１２０時間以上

の就労 

→保育標準時間認定 

 

１か月に６４時間以上 

１２０時間未満の就労 

→保育短時間認定 

就労している期間 

（就学前まで） 

② 妊娠・ 

出産 

母が妊娠中の子を出産する場合。 保育標準時間認定 

出産予定日の２か月

前の日が属する月の１

日から、出産日から２

か月を経過する日が属

する月の末日まで 

③ 疾病等 疾病や負傷又は心身に障がいがある場合。 

申請書類から判断 
治療、介護に要する期

間（就学前まで） 
④ 病人の介

護や看護 

長期入院をしている親族や同居親族を常時介護

や看護する必要がある場合。 

⑤ 災害 

復旧 

震災、風水害、火災などの復旧に従事する必要が

ある場合。 
申請書類から判断 

災害復旧が完了する

まで（就学前まで） 

⑥ 継続的な

求職活動 

求職活動中の場合。 

この期間に就労基準を満たす就労が確認できない

場合（就労証明書が提出できない）は、認定期間

終了後に退園。 

※開業準備の場合も同様の期間。 

保育短時間認定 

 

入園日または離職日

から９０日経過した日

が属する月の末日まで 

⑦ 就学 

就学（大学、専門学校、職業訓練校での職業訓

練）する・している場合。 

なお、通信制・定時制の学校は該当しない。 

申請書類から判断 
在学期間内（就学前ま

で） 

⑧ 虐待や 

ＤＶ 

現に保護者が児童虐待を行っている、又は再び行

われるおそれがある場合。配偶者からの暴力によ

り、お子さまの保育を行うことが困難である場合。 

申請書類から判断 
子の安全が確認される

まで（就学前まで） 

⑨ 育児 

休業 

保護者のいずれも保育を必要とする事由が就労で

入園している子（兄・姉）の保護者が出産により育

児休業を取得する場合は、既に入所している子

（兄・姉）は継続利用可能。 

申請書類から判断 

下の子の出産日より１

年を経過する日が属

する月の末まで  

※これを超える場合、特

別な事情を除き退園 

⑩ その他 市長が認める前各号に類する状態にある場合。 申請書類から判断 市長が定める期間 

⑥求職活動で入園承諾されている方が就労と関係のない②妊娠・出産などに変更し

て継続入園することや、就労と関係のない②妊娠・出産などで入園承諾されている

方が⑥求職活動に変更して継続入園することは認められません。 
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令和６年４月１日入園申込みについて 

 

令和５年１０月１６日（月）から 
広報みなみそうま１０月１５日号・市ホームページでお知らせします。 

申請書類はこども育成課にて配付します。書類受取りの予約は不要です。 

市ホームページからも取得できます。 

 

 

令和５年１０月１６日（月）～１１月２２日（水） 
申請受付は予約制です。事前にこども育成課（☎24-5242）に受付希望日時を

予約してください。受付時間枠は一世帯あたり１５分です。 

 

 

令和５年１１月１３日（月）～１１月２４日（金）（土日、祝日を除く） 

午前９時～午後４時 

※１１月２１日～２４日は午後１時～午後４時 

 

 

 

いずれも令和６年１月中旬頃に発送 

 

 

 

令和６年１月９日（火）～１月２５日（木） 

「求職活動」の方は二次募集から受付です。 

 

 

令和６年１月１７日（水）～１月２６日（金）（土日、祝日を除く） 

午後１時～午後４時 

一次保留の方は、二次受付の方と合わせ、選考します。 

一次に申し込まれた方の希望先変更は、この期間に受け付けます。 

 

いずれも令和６年２月中旬頃に発送 

入園保留となった方は、令和７年３月入園分まで申請は有効です。 

 

○郵送やぴったりサービス（マイナポータル）での申請も受け付けています。郵送の場合、一次・二次募集いずれも

受付期間内の消印有効です。ぴったりサービスの場合、窓口での受付期間及び受付時間と同様となります。 

〇書類に不備があった場合は受付できません。不備を修正後の受付は、再度予約が必要となります。 

〇育児休業からの復職による申込みは、令和６年４月３０日までの復職が可能な方に限ります。 

○入園中のお子さんや以前入園していた兄姉の６か月分以上の保育料滞納がある方は、二次募集から受付です。  

〇令和６年１月２６日（金）以降に入園申込みを希望する場合はお問合せください。 

入園保留 

通知書の発送 

入園申込みのお知らせと 

入園申込書類の配付 

入園承諾 

通知書の発送 

 

入園保留 

通知書の発送 

入園承諾 

通知書の発送 

申請受付（二次募集） 

 
受付日時の予約 

（一次募集） 

 

 
受付日時の予約 

（二次募集） 

申請受付（一次募集） 
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令和６年５月１日以降の入園を希望する場合の提出期間及び決定（保留）通知日は次のとおりです。ご希

望の方はこども育成課でお申込みください。 

 年度途中の入園希望は毎月「１日」としております。育児休業明け入園希望の場合は、下記の例をご覧くだ

さい。また、産後休暇後の就労での入園希望日については、生後９週（５７日）目が経過する日の翌月の１日

からが原則となります。 

入園希望月 
申込書提出期間 

※土・日曜日、祝日を除く 
利用調整 

決定（保留）通知 

発送日 

令和６年５月１日 令和６年４月 1日（月）～４月１０日（水）まで 令和６年４月中旬 令和６年４月２２日（月）頃 

６月 1日 ５月１日（水）～５月１０日（金）まで ５月中旬 ５月２０日（月）頃 

７月 1日 ６月３日（月）～６月１０日（月）まで ６月中旬 ６月２０日（木）頃 

８月 1日 ７月１日（月）～７月１０日（水）まで ７月中旬 ７月２２日（月）頃 

９月 1日 ８月１日（木）～８月９日（金）まで ８月中旬 ８月２０日（火）頃 

10月 1日 ９月２日（月）～９月１０日（火）まで ９月中旬 ９月２０日（金）頃 

１１月 1日 １０月１日（火）～１０月１０日（木）まで １０月中旬 １０月２１日（月）頃 

１２月 1日 １１月１日（金）～１１月８日（金）まで １１月中旬 １１月２０日（水）頃 

令和７年１月 1日 １２月２日（月）～１２月１０日（火）まで １２月中旬 １２月２０日（金）頃 

２月 1日 令和７年１月６日（月）～１月１０日（金）まで 令和７年１月中旬 令和７年１月２０日（月）頃 

３月 1日 ２月３日（月）～２月７日（金）まで ２月中旬 ２月１８日（火）頃 

※「入園保留通知」は初回の申請月のみ郵送します。 

入園保留となった場合は、令和７年３月１日入園分まで（令和６年度中）は申請が有効となり、毎月選考の

対象となります。入園待機中に入園が内定した場合は、お電話にて入園の意向を確認します。 

入園申請後に、入園希望先を変更したい場合や結婚・離婚などの世帯状況変更があった場合は、必ず

「教育・保育給付認定変更申請書（兼変更届）」を上記の提出期間内に提出してください。 

 

なお、年度途中の入園については、どの年齢のクラスに空きが出るか予測できないことから、お待ちいただく

期間についてもお約束することができませんのでご了承ください。 

 

----------------------------------------------------------------------------- 

●育児休業明け入園希望の場合、復職日の属する月の 1日から入園可能です。 

例１ 母親の復職日が令和６年６月１日で、６月１日から入園承諾となった場合 

 

 

 

 

例２ 母親の復職日が令和６年６月１５日で、６月１日から入園承諾となった場合 

 

 

令和６年５月以降入園申込みについて 

育児休業期間 6 月 1 日入園 有給休暇等を利用して 

慣らし保育を行う 

6 月 1 日復職 

育児休業期間 
6 月 1 日入園 

育児休業期間を利用して 

慣らし保育を行うことが可能 

６月１５日復職 

入園期間 

入園期間 
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申請に必要な書類 

①教育・保育給付認定申請書 ②保育施設入園申込書 ③発達状況調査票 …お子さま１人につき１枚 

④保育の必要性を証明する書類 …世帯で保護者（父・母）それぞれ１部ずつ（下記参照） 

保育を必要とする事由 必  要  な  書  類 

就労している（する） 

就労証明書（市の所定用紙に勤務先で証明を受けてください。） 

※ 就職内定の方は、採用通知書等就職時間・内容が確認できる書類でも可。 

※ 自営業の方は、ご自身で就労証明書にご記入ください。就労証明書のほかに、仕事の内

容がわかる資料（開業届、確定申告書の写し等）などを提出いただく場合があります。 

※ 下部の保護者記入欄は、保護者が児童名、第一希望の園名等を記入してください。 

妊娠・出産 母子手帳の写し（母氏名記載のある表紙と出産予定日が確認できるページ） 

疾病等 
診断書、意見書、障害者手帳等の写し、要介護認定結果通知書の写しのいずれか 

※ 診断書または意見書は、病名のほかに「児童の保育ができないこと」の明記が必要です。 

病人の介護・看護 ①被介護者の介護・看護の必要性が確認できる医師の診断書  ②介護（看護）状況申告書 

求職活動 求職状況申立書 

就学 ①学生証（在校証明書）の写し  ②日中保育できない時間・日数が確認できる時間割など 

 
※該当する場合のみ必要な書類 

 

◎電子申請について 

マイナンバーカードを使って保育園等の入園申請を電子申請で行うことができます。 

※電子申請で提出ができるのは、申し込みに必要な書類のうち「教育・保育給付認定申請書兼

保育利用申請書」となります。その他の書類は記入した用紙を添付するもしくは郵送していた

だく必要があります。 

 

〇申請に必要なもの 

・マイナンバーカード 

・マイナンバーカードの読み取りが可能なスマートフォン 

※パソコン及び NFC カードリーダーを使用しての申請も可能です。 

  

 

令和５年 1月 1日時点で南相馬市に住所がなく、 

4月～8月入園希望の場合 
父母の令和５年度の課税（非課税）証明書 

令和６年 1月 1日時点で南相馬市に住所がなく、 

9月～3月入園希望の場合 
父母の令和６年度の課税（非課税）証明書 

認可外保育施設を利用している場合 認可外保育施設在籍証明書 ※様式はこども育成課で配付 

生活保護を受けている場合 保護決定通知書または生活保護受給証明書の写し 

配偶者と別居し、離婚調停中の場合 
家庭裁判所が交付する事件（離婚調停）係属証明書 

※提出された場合のみ、ひとり親世帯として認定します。 

ひとり親世帯の場合 
戸籍謄本または児童扶養手当証書の写し 

※南相馬市に住民票がある方の提出は不要です。 

南相馬市に転入予定の場合 確約書  ※入園希望日の前月末日までに転入を確約するもの。 

お子さんに疾病がある場合 医師の意見書 
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〇申請の流れ 

マイナポータルの「ぴったりサービス」トップページへ（「ぴったりサービス」で検索） 

①地域を南相馬市と入力 

②ぴったり検索で「子育て」にチェックを入れて、「この条件で検索」をクリック 

③「教育・保育給付認定兼保育施設等の利用申込」にチェックを入れて「詳しく見る」を

クリック 

④マイナンバーカードを読み取る 

   ※暗証番号の入力ミスにご注意ください。3 回間違えますとロックがかかります。 

・券面事項入力補助用（数字4文字） 

⑤必要事項を入力 

  ⑥必要書類をアップロードする 

   ※発達状況調査票及び保育の必要性を確認する書類（就労証明書等）、市外からの転入

予定の方は確約書、令和５年１月１日時点で南相馬市以外に住民票のあった方は課税

証明書など、添付が必要な書類については、カメラで撮影、もしくはスキャナでスキ

ャンした画像をアップロードしていただく必要があります。添付が確認できなかった

書類については後日郵送していただきます。 

  ⑦電子署名・最終確認 

  ⑧申請完了・控えの保存を行う 

   手続き完了後は控えを保存できます。後から申請内容を確認することができませんので、

必要に応じてダウンロードしてください。 

 

 

 

 

 

 申請書を確認する際、窓口で保護者様（父母）のマイナンバーの確認できる書類（マイナンバーカード、マイナ

ンバーの記載のある住民票等）及び申請者（代理人）の本人確認書類（マイナンバーカード、運転免許証等）

のご提示が必要です。郵送での申請の場合、マイナンバーの確認できる書類の写しと申請者の本人確認書

類の写しを同封してください。ご提出いただいた書類は返却できませんのでご注意ください。 

 優先度は先着順でなく、選考基準に基づき選考基準指数の高いお子さんが優先されます。 

 申請書に不備があった場合は一旦返却し、すべて不備なく再提出された日が受付日となります。 

 第１希望から第３希望の施設で利用調整を行います。希望先を変更する場合は「教育・保育給付認定変更

申請書（兼変更届）」を提出してください。 

 育児休業からの復職による申込みは、入園承諾後に入園希望月中の復職が可能な方に限ります。 

 転入予定の場合は、申請時に確約書（入園希望日の前月末日までに南相馬市への転入を確約するもの）が

必要です。確約日までに転入しない場合、申請は無効となります。 

 保育施設を利用している方で転園を希望される場合、新たに入園申込みが必要になります。 

 申請内容に変更があった場合や入園を希望しなくなった場合は、こども育成課にご連絡ください。 

 

 

 

 

 

 

申請における注意事項（４月・５月以降共通） 
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様式第 1号(第 2条関係) 
      

 

                          
  

   
教育・保育給付認定申請書 (施設型給付費・地域型保育給付費等) 
   令和 ５ 年 １１ 月１３日  
 
南相馬市長  

 

次のとおり、施設型給付費・地域型保育給付費に係る認定を申請します。また、申請に当たり市が施設型給付費・地域型保育給付費等の支給認定

に必要な市民税の情報（同一世帯者を含む）及び世帯情報を閲覧すること、及び収集したマイナンバーを、子ども・子育て支援法による子どものため

の教育・保育給付の支給認定に関する事務に使用することに同意します。 
 

 保護者 

(申請者) 

ふりがな みなみそうま たろう 令和5年・令和6年１月１日時点の住民登録地 
連
絡
先 

父 090-1234-5678 
 

 氏  名 南相馬 太郎 
令和 5年  □市内 ☑市外（ 福島市 ） 母 080-1234-5678 

 
 

令和 6年 ☑市内 □市外（        ） 
   

 申請に 

係る 

小学校 

就学前の 

子ども 

ふりがな みなみそうま きぼう 性別 障害者手帳等の有無（あてはまるものにチェック） 
 

 氏  名 南相馬 希望 □男 ☑女 □有 ☑無 
□身体障害者手帳  □特別児童扶養手当証書 

 

 
□療育手帳  □精神障害者保健福祉手帳 

 

 生年 

月日 
５年  ７月  １日 

令和 6年 4 月 1 日  

時点の年齢 
歳 

第何子 個人番号（マイナンバー） 
 

 
□１子  ☑２子 

□3子以降 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 

 

 
住民登録している住所 〒  ９７５ ― ８６８６ 住所  南相馬市原町本町２丁目２７番地 

 

 
現住所（住民登録している

住所と異なる場合） 
〒     ― 住所 

 

 

 
施設の利用希望期間    令和  ６  年  ４  月  １  日   から        年    月    日 又は 小学校就学前 まで 

 

 希
望
認
定
区
分 

幼稚園・認定こども園（幼稚園として利用）を第１希望とする 
 

 
□ １号認定 希望する施設  

 
 

保育園・認定こども園（保育園として利用）・小規模保育施設を第１希望とする 
 

 □ ２号認定（3 歳～5 歳） ☑ ３号認定（0 歳～2 歳） 
第一希望施設 第二希望施設 第三希望施設 

 

 
わんぱく保育園 ふれあいこども園 えがお保育園 

 

 
保育の利用を 
必要とする事由 
（２号、３号認定を 

希望する場合のみ） 

続柄 事由（あてはまるものにチェック） 
 

 父 ☑就労 □妊娠・出産 □疾病・障がい □介護等 □災害復旧 □求職活動 □就学 □虐待やＤＶ □その他  

 
母 ☑就労 □妊娠・出産 □疾病・障がい □介護等 □災害復旧 □求職活動 □就学 □虐待やＤＶ □その他 

 

 

児
童
の
同
居
家
族
・
生
計
を
一
に
す
る
家
族
の
構
成 

（
上
記
で
申
請
す
る
児
童
を
除
く
） 

ふ り が な 
児童 

との 

続柄 

生年月日 
性

別 

勤務先や学校名、 

幼稚園名、保育園名な

ど 

児童との居住 

（住民登録が市外の 

場合(  )に地名を記入） 

障害者 

手帳等 

の有無 

 

 
氏  名 個人番号（マイナンバー） 

 

 
みなみそうま たろう 

父 

 明・大・○昭・平・令 
男 

 ○○商会 
同居 ・ 別居 

有 ・ 無 
 

 南相馬 太郎 
 ６２年 ４月 １日 

 

 
１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ ０ １ １ （       ） 

 

 
みなみそうま はなこ 

母 

 明・大・○昭・平・令 
女 

 ○○病院 
同居 ・ 別居 

有 ・ 無 
 

 南相馬 花子 
 ６２年 ６月 １日 

 

 
１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ ０ ２ ２ （       ） 

 

 
みなみそうま きずな 

兄 

 明・大・昭・平・○令  
男 

 ○○保育園 
同居 ・ 別居 

有 ・ 無 
 

 南相馬 絆 
 ２ 年 7 月 １日 

 

 
            （       ） 

 

 
 

 

 明・大・昭・平・令 

 

 

同居 ・ 別居 
有 ・ 無 

 

  
      年   月   日 

 

 
            （       ） 

 

 
 

 

 明・大・昭・平・令 

 
 

同居 ・ 別居 
有 ・ 無 

 

  
      年   月   日 

 

 
            （       ） 

 

 
  

 

 明・大・昭・平・令 

 
 

同居 ・ 別居 
有 ・ 無 

 

   
      年   月   日 

 

 
                        （       ） 

 

 
  

 

 明・大・昭・平・令 

 
 

同居 ・ 別居 
有 ・ 無 

 

   
      年   月   日 

 

 
                        （       ） 

 

 
  生活保護法適用の有無   ☑ 無   □ 有 （    年   月   日開始 ）  □ 申請中 

 

 
  ひとり親家庭及びそれに類する状況にある場合の理由   □ 離婚  □ 死別   □ 未婚   □ その他（           ） 

 
幼稚園利用希望の方は、裏面の記入は不要です。保育施設利用希望の方は、裏面まで記入してください。 

※市記入欄 No.  受付日 年  月  日 基準指数  調整指数  

利用希望日は、「１日」となります。 

平成・令和 

障害者手帳に○をした場合、 

コピーを添付してください。 

ひとり親家庭（母子・父子）については、 

該当箇所にチェック。 

記 入 例 

第一希望のみでも構いません。あくまで希望施設、

通うことのできる施設を記入してください。 

施設名は、略さず正しく記入してください。 
お子さんの年齢に該当する 

認定区分にチェック。 

チェックしてください 

マイナンバーは、申請するお子さんと

保護者（父母）のみ記入ください。 

上記で申請するお子さんを除く、父母（別居も含む）と、 

同居しているきょうだいと祖父母等について記入してください。 

勤務先等は令和６年度 4 月 1 日時点 

（予定含む）を記入してください。 

0 
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  父 母 

 

 

就
労
状
況 

勤務先  ○○商会  ○○病院 
 

 
勤務地 

住所 

 ☑ 居宅外  □ 居宅  □ 単身赴任  ☑ 居宅外  □ 居宅  □ 単身赴任 
 

 
（住所）  南相馬市原町区〇〇 （住所）  南相馬市原町区〇〇 

 

 
雇用形態  □ 自営業 ☑ 正社員 □ パート □ その他（    ）  □ 自営業 ☑ 正社員 □ パート □ その他（     ） 

 

 
雇用期間   平成２０ 年   ４月   １日 から    平成２４年   ４月   １日 から 

 

 
業務内容  営業・サービス  看護医療 

 

 
育児休業 

取得 
無 ・ 有    

年 
 
月 

 
日から 

 
  

無 ・ 有 
令和 

 
５ 年 ７ 月 １５ 日から 

 
  

 

    
年 

 
月 

 
日まで 

 
  令和 

 
６ 年 ６ 月 ３０ 日まで 

 
  

 

 

本
人
の
疾
病
・
障
害 

疾病 

 傷病名  （                             ）    傷病名  （                           ）   
 

 
 入院期間 （     年   月から      年   月）    入院期間 （     年   月から      年   月）   

 

 
 通院回数（ 年間  ・  月間  ・  週間       ）    通院回数（ 年間  ・  月間  ・  週間      回）   

 

 
 １回当たりの診察時間 （      時間     分）    １回当たりの診察時間 （      時間     分）   

 

 障害者 

手帳 

 身体障害者手帳               （     ） 級    身体障害者手帳                （     ） 級   
 

 
 療育手帳 

        
（ A ・ B ）    療育手帳 

        
（ A ・ B ）   

 

 
 精神障害者保健福祉手帳       （     ） 級    精神障害者保健福祉手帳       （     ） 級   

 

 

他
人
の
介
護
等 

対象者  氏名  （         ） 児童との続柄 （       ）   氏名  （           ） 児童との続柄 (     
 

 ） 
 

 
症状 

 傷病名  （ 
              

）    傷病名  （ 
           

  
 
）   

 

 
 障害者手帳 （ 身障  ・  療育  ・  精神    級）  障害者手帳 （ 身障  ・  療育  ・  精神    級） 

 

 
 介護認定 （ 要介護  ・  要支援          ）    介護認定 （ 要介護  ・  要支援           ）   

 

 
状況 

 □ 入院中  □ 在宅    □ 入院中  □ 在宅   
 

 
 □ 通院 ・ 通所 ・ 通学 （常時付添 ・ 週   回付添）  □ 通院 ・ 通所 ・ 通学 （常時付添 ・ 週   回付添） 

 

 
 １回当たりの付添時間 （    時間     分）  １回当たりの付添時間 （    時間     分）   

 

 
就
学 

就学先                                                                                       
 

 
卒業予定         年     月     日           年     月     日   

 

 
卒業後  □ 就職  □ 求職活動  □ その他    □ 就職  □ 求職活動  □ その他   

 

 
出
産 

出産（予定日） 

 
        年     月     日    

 

 産後   
 □ 職場復帰  □ 育児休業（     年  月  日まで） 

 

 
 □ 求職活動    

 
 

 
  父方祖父 父方祖母 母方祖父 母方祖母 

 

 氏名    鹿島 花子  原町 一郎  原町 和代  

  

 
児童との 

同居・別居 

□ 同居  □ 別居（市内） □ 同居  □ 別居（市内） □ 同居  ☑ 別居（市内） □ 同居  ☑ 別居（市内） 
 

 
□ 別居（市外） ☑ 不存在  ☑ 別居（市外） □ 不存在  □ 別居（市外） □ 不存在  □ 別居（市外） □ 不存在  

 

 
就労 □ 有    □ 無 □ 有    ☑ 無 ☑ 有    □ 無 □ 有    ☑ 無 

 

 就労先 
  

〇〇株式会社   

  

 健康状態 
□ 良好 □ 良好 ☑ 良好 ☑ 良好 

 

 
□ 疾病（          ） ☑ 疾病（ 統合失調症 ） □ 疾病（          ） □ 疾病（          ） 

 

表面で、保育を必要とする事由に〇をした部分について記載してください。 

求職活動中の方は記載不要です。求職活動申立書にご記入ください。 

祖父母の状況について記載してください。 

死亡・所在不明の場合は不存在にチェック。 
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様式第1号(第2条関係)  
 

 保育施設入園申込書 

 
南相馬市長                                     令和 ５ 年 １１ 月 １３ 日 

 

 
保育園への入園について次のとおり申し込みます。 

 

 
保護者 

ふりがな みなみそうま たろう 続柄 住民登録 

している 

住所 

〒 975-8686 
 

 
氏 名  南相馬 太郎  父  南相馬市原町本町２丁目２７番地 

 

 
児童名 

ふりがな みなみそうま きぼう 現住所 

(住民登録している 

住所と異なる場合) 

〒 
 

 
氏 名   南相馬 希望 

 
 

                                    
 

 令和６年 4月 1日 

時点の年齢  歳 
生年月日 

平成・令和 保護者 

連絡先 

父 090-1234-5678 
 

 ５年 ７月 １日 母 080-1234-5678 
 

 
施設等の 

利用希望期間 
  令和 ６ 年 ４ 月 １ 日から          年    月    日  まで 又は 令和 7 年 3 月 31日まで 

 

 
第１希望    わんぱく保育園         （見学） 未 ・ ○済  （希望理由）園の雰囲気が良い 

 

 
第２希望    ふれあいこども園        （見学） 未 ・ ○済   （希望理由）職場から近い 

 

 
第３希望    えがお保育園          （見学） ○未  ・ 済  （希望理由）友達が通っている 

 

                                                    

  ①希望日に入園  

 できなかった場合 
１．申込みを取り下げる（   月の選考から） ２．申込みを継続する  

  
 

② 入園保留と 

なった場合の 

保育状況 

 育児休業中の 

 方の状況 

 １．育児休業を延長する（ 父  ・  母 ）  令和７年 １月 ３１日まで  
  

 
 ２．認可外保育施設・幼稚園等に預けて復職する 

 

 
   復職予定日 （    年  月  日） 利用施設名（         ） 

 

 
３．保護者が家で保育をする （ 父  ・  母 ） 週   日程度 

 

 
４．子どもを連れて就労する （ 父  ・  母 ） 週   日程度 

 

 
５．同居家族・親戚が保育をする （誰が            ） 週   日程度 

 

 ６．別居家族・親戚が保育をする （誰が   母方祖母     ） 週  ５日程度  

 
７．認可外保育施設・幼稚園等に預ける   利用施設名（            ） 週   日程度 

 

 
８．一時預かりを利用する    利用施設名（            ） 週   日程度 

 

 
９．その他 （                                         ） 

 

 
 ③求職活動中(起業

準備中) の方の状況 
１．入園が決定してから求職活動（起業準備）を行う 

 

 
２．保育をしながら、ハローワークや求人チラシ等で求職活動（起業準備）を行う 

 

 
  内定後の預け先 （                                     ） 

 

                                                    
 ■ 兄弟姉妹同時申し込みについて（該当の方のみ記入）  

 同時期入園可能だ

が、別々の  

施設になる場合 

１．同じ施設に入園できるまで待つ 
 

 
２．別々の施設でも、入園できるときは入園する 

 

 同時期入園不可

の場合 

１．同時期に入園できるまで待つ 
 

 
２．１人でも入園できるときは入園する ※この場合、入園できなかったお子さんの預け先の確保が必要です 

 

                                         
（裏面もあります） 

 

こちらは、お子さんの周囲の支援状況などをお聞きする項目です。 

ここで記入いただいた内容によって指数を調整（加点や減点）するものでは

ありません。予定で構いませんので必ず記入してください（複数可）。 

 

記 入 例 

育児休業明けの場合、 

復職日の属する月の 1 日からとしてください。 

0 
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保育施設の利用申込みに関する重要事項の説明及び同意書 

 

全ての事項をよくお読みのうえ、確認欄にチェックし、署名をお願いします。 

 確 認 項 目 確認欄 

１ 内定した保育施設へ、市が把握している児童の状況や保育要件や利用者負担額等の情報提供をす

ることに同意します。 
☑ 確認しました 

２ 児童の支援のため、必要に応じて発達支援室や保健センター等の市の関係機関に情報提供をする

ことに同意します。 
☑ 確認しました 

３ 申込書や提出書類の記載内容が事実と異なる場合、又は虚偽の申込みが判明した場合、入園の取

消し及び退園となることに異議はありません。 
☑ 確認しました 

４ 保育を必要とすることを証明する書類の内容について、証明先へ確認する場合があります。 ☑ 確認しました 

５ 保育施設の受け入れ年齢、開園時間、延長保育の有無等を確認し、希望する保育園のみを記載しま

した。 
☑ 確認しました 

６ 今回の保育施設の利用申込書の有効期間は、令和６年度中（令和７年３月まで）です。翌年度分は、

新たに利用申込みを行う必要があります。また、有効期間内に保育施設の利用希望がなくなった場

合は、利用申込みの取下げ届の提出が必要となります。 

☑ 確認しました 

７ お子さんに重篤なアレルギー、病歴や障がいなどがある場合は、必ず、事前に医療機関にて集団保

育の可否の確認をするとともに、入園希望保育施設をお子さんと一緒に見学してください。 
☑ 確認しました 

８ お子さんの身体や発達に関する事柄で、保育施設の利用開始後に判明した症状については、医療

機関の受診や相談機関への相談をしていただき、必要な手続きをとっていただくことになります（施設

の設備の有無や集団保育の可否によって、退園いただく場合もあります）。 

☑ 確認しました 

９ 以下に該当する場合、退園となることに異議はありません。 

 ・１か月以上保育施設への通園がない、又は、登園日数が著しく少ない月が２か月続いた場合。 

 ・保護者の方が、お子さんの保育を必要とする事由がなくなった場合（家庭保育可能な場合）。 

 ・南相馬市外に転出した場合（所定の手続きにより、引き続き就園できる場合もあります）。 

☑ 確認しました 

10 ４月１日入園希望で申込みをする方  

認定事務が集中するため、支給認定の審査結果は入園選考結果と同時に通知します。 
☑ 確認しました 

11  育児休業中に申込みをする方  

入園月の末日までに復職します。育児休業を取得した事業所とは別の事業所へ就職する場合は、入

園の取消し及び退園となります。 

☑ 確認しました 

12 保育の必要事由「求職活動」で申込みをする方  

入園承諾期間は 3か月（９０日経過した日の属する月の末日まで）です。承諾期間内に就労証明書が

提出できない場合は、退園となることに異議はありません。 

□ 確認しました 

13 保育の必要事由「妊娠・出産」で申込みをする方  

入園承認期間（申込みの有効期間）は、出産（予定）日の前後２か月（出産日から２か月を経過する

日が属する月の末日まで）です。入園承認期間以降も保育施設の利用を希望する場合は、就労

証明書等の提出が必要です。 

□ 確認しました 

14 南相馬市外から申込みされる方 

申込書類とともに、確約書（入園希望月の前月末までに南相馬市へ転入することを確約するもの）を

添付することで、南相馬市民と同等の選考になります。入園希望月の前月末までに転入しなかった場

合は、入園の取消し及び退園となることに異議はありません。 

□ 確認しました 

確認項目について、すべて同意の上で申し込みます。 

 

     令和５  年  １１ 月 １３ 日          保護者氏名    南相馬  太郎           

申請内容に該当する確認項目をお読みいただき、同意のチェックを
記入してください。申込内容に該当する項目すべてに同意いただく
ことで、申込みが可能となります。 
 
同意できない項目については、申請時にご相談ください。 
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保育時間は、午前７時から午後６時までの１１時間が基本です。送迎は保護者にしていただきます。 

施設見学の希望等は直接施設にご相談ください。 

（１）休園日 

日曜日、国民の祝日、年末年始（１２月２９日～翌年１月３日） ※なかよし園は土曜日も休園。 

（２）給食 

   各園で給食を提供します。 

食物アレルギーがある場合は、申込みの際にお知らせください。入園後、お弁当持参となる場合があります。 

（３）延長保育 

   保育時間外に保育時間を延長できます。認定利用時間内であっても、利用時間により料金が発生します。 

   ○申込先： 各保育施設 

   ○利用料： （公立）月額２，０００円（月途中の利用開始でも２，０００円） 

          （私立）施設にお問合せください。  

（４）障がい児保育 

集団生活が可能な障がい児の保育を行います。申込みの際に、児童の状況等をお知らせください。 

医師の意見書等を求める場合があります。 

 

◎私立認定こども園 ※幼稚園機能を利用したい場合は、園にお問合せください。 

施設名 

（クラス年齢） 

所在地 

電話番号 

開園時間 

（延長保育時間） 

延長 

保育 

障がい

児保育 

原町聖愛こども園 

（０～５歳児） 

原町区二見町一丁目８０－１  

☎２２－５０９０ 

７：１５～１８：１５ 

（延）１８：１５～１８：４５ 
○ ○ 

 

 

 

 

 

 

 

南相馬市の認可保育施設 

クラス年齢 和歴生年月日 （令和６年４月１日現在） 西暦生年月日 （令和６年４月１日現在） 

０歳児 令和５年４月２日以降 ２０２３年４月２日以降 

１歳児 令和４年４月２日～令和５年４月１日 ２０２２年４月２日～２０２３年４月１日 

２歳児 令和３年４月２日～令和４年４月１日 ２０２１年４月２日～２０２２年４月１日 

３歳児 令和２年４月２日～令和３年４月１日 ２０２０年４月２日～２０２１年４月１日 

４歳児 平成３１年４月２日～令和２年４月１日 ２０１９年４月２日～２０２０年４月１日 

５歳児 平成３０年４月２日～平成３１年４月１日 ２０１８年４月２日～２０１９年４月１日 

Ｎ 原町聖愛こども園 
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◎私立保育園（所） 

みなみそうまペンギン国際幼児園は、入園希望日時点で０歳６か月に達しているお子さんから

受入れ可能です。 
施設名 

（クラス年齢） 

所在地 

電話番号 

開園時間 

（延長保育時間） 

延長 

保育 

障がい

児保育 

北町保育所 

（０～５歳児） 

原町区北町３７３－１２４ 

☎２２－８４３２ 

７：００～１８：００ 

（延）１８：００～１８：３０ 
○ 

 

よつば保育園 

（３～５歳児） 

原町区西町二丁目３４－１ 

☎２４－６４７８ 

７：００～１８：００ 

（延）１８：００～１８：３０ 
○ 

 

よつば保育園 南町分園 

（０～１歳児） 

原町区南町一丁目２０－２ 

☎２４－４１６１ 

７：００～１８：００ 

（延）１８：００～１８：３０ 
○ 

 

よつば乳児保育園 西町園 

（１～２歳児） 

原町区西町二丁目３２－１ 

☎２４－４２８５ 

７：００～１８：００ 

（延）１８：００～１８：３０ 
○ 

 

みなみそうまペンギン国際幼児園  

（０～５歳児） 

原町区大木戸字南東方 38-12 

☎２６－４０２０ 

７：３０～１８：３０ 

（延）１８：３０～１９：００ 
○ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

みなみそうまペンギン国際幼児園 ひばり生涯 
学習センター 

コメリ 

みなみそうまペンギン国際幼児園 よつば保育園南町分園 

● 

よつば保育園南町分園 

北町保育所  
よつば乳児保育園西町園 

よつば保育園 

雲雀ケ原公会堂 
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◎公立認定こども園 ※幼稚園機能を利用したい場合は、園にお問合せください。 

施設名 

（クラス年齢） 

所在地 

電話番号 

開園時間 

（延長保育時間） 

延長 

保育 

障がい

児保育 

おだか認定こども園 

（０～５歳児） 

小高区関場二丁目２１ 

☎２６－６０４３ 

７：００～１８：００ 

（延）１８：００～１９：００ 
○ ○ 

 

◎公立保育園               

施設名 

（クラス年齢） 

所在地 

電話番号 

開園時間 

（延長保育時間） 

延長 

保育 

障がい

児保育 

原町あずま保育園 

（０～５歳児） 

原町区東町三丁目７－４ 

☎２２－２３４４ 

７：００～１８：００ 

（延）１８：００～１９：００ 
○ ○ 

かしま保育園 

（０～５歳児） 

鹿島区西町三丁目９０ 

☎４６－１７１７ 

７：００～１８：００ 

（延）１８：００～１９：００ 
○ ○ 

かみまの保育園 

（１～５歳児） 

鹿島区浮田字一丁田６７ 

☎４７－２３０７ 
７：００～１８：００  ○ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N 

かしま保育園 
 

原町あずま保育園 

 

おだか認定こども園 

かみまの保育園 

おだか認定こども園 

小高中学校 

 

小高小学校 

 

● 
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◎小規模保育施設 

なかよし園は、入園希望日時点で１歳に達しているお子さんから受入れ可能です。 

ユニソンワールド保育園ヨークタウン原町は、入園希望日時点で０歳６か月に達しているお子さ

んから受入れ可能です。 
施設名 

（クラス年齢） 

所在地 

電話番号 
開園時間 

延長 

保育 

障がい

児保育 

原町にこにこ保育園 

（０～２歳児）  

原町区錦町一丁目１２５ 

☎２６－６８３６ 
８：００～１８：００   

なかよし園 

（満１～２歳児） 

原町区二見町三丁目６７－３ 

☎２３－３３０６ 

７：３０～１８：３０ 

※土曜日は休園 
  

聖愛ちいろば園 

（０～２歳児） 

原町区橋本町一丁目４７－１ 

☎３２－０９５２ 
７：３０～１８：３０   

ユニソンワールド保育園 

ヨークタウン原町（０～２歳児） 

原町区旭町三丁目５８－１ 

☎２６－９７２６ 

７：３０～１８：００ 

※土曜日７：４５～１６：００  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

聖愛 

商工会議所 

原
ノ
町
駅 

 

なかよし園 

聖愛ちいろば園 

原町 

ちいろば園 

原町第二 

 

ユニソンワールド保育園 

 

原ノ町駅前 

郵便局 ● 

小学校 

ユニソンワールド保育園 

ヨークタウン原町 ●  

小野田病院 ● 

なかよし園 

● 

ホテル 

ホテル 

原町にこにこ 

保育園 

原町にこにこ保育園 
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保育料は、４月１日時点でのお子さんの年齢及び保護者の市民税所得割額（住宅借入金等特別税額控

除等は反映しない）の合計額から決定します。年度途中入園の場合も４月１日時点の年齢で算定します。 

令和元年１０月開始の幼児教育・保育の無償化により、保育の必要性の認定を受けた３～５歳児及び 

０～２歳児の非課税世帯のお子さんは保育料が０円です。非課税世帯を除く０～２歳児の保育料に関して、

住民登録が南相馬市で市内の認可保育施設に通っている方を対象に市独自の無料化を行っていますが、

初めから保育料が０円の施設と、一度保育料を支払っていただき、年度末等に全額助成する施設があります。

支払い方法は園により異なります。 

保護者以外の祖父母等が家計の主宰者と判断される場合（扶養に入っているかなどで確認）は、その方の

課税額を加えて算定します。 

南相馬市利用者負担額徴収基準表（月額・円）               

階層区分 
３歳未満児・３号認定 

標準時間 短時間 

第１階層 被生活保護世帯等      ０      ０ 

第２階層 第 1階層を除いた市民税非課税世帯 ０ ０ 

第３階層 
所得割課税額 48,600円未満の世帯 １３，４００ １３，１００ 

           〃         （ひとり親世帯等） ４，５００ ４，３５０ 

第４階層 
所得割課税額 48,600円以上 77,101円未満の世帯 １５，６００ １５，３００ 

           〃         （ひとり親世帯等） ６，０００ ５，８５０ 

第５階層 所得割課税額 77,101円以上 97,000円未満の世帯 ２４，０００ ２３，５００ 

第６階層 所得割課税額 97,000円以上 169,000円未満の世帯 ３５，６００ ３４，９００ 

第７階層 所得割課税額 169,000円以上 301,000円未満の世帯 ４４，５００ ４３，７００ 

第８階層 所得割課税額 301,000円以上 397,000円未満の世帯 ４８，５００ ４７，６００ 

第９階層 所得割課税額 397,000円以上の世帯 ４８，５００ ４７，６００ 

○同一世帯から２人以上の児童が特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業を利用している場合、２人

目以降は無料です。また、以下に該当する世帯の場合、入園児の同世帯に属する兄・姉を年齢に関わらず

年齢が高い順に上から１人目と数えて利用者負担額を算定いたします。 

  ◇二人親世帯の場合：合計所得割額が 57,699円以下の世帯 

  ◇要保護世帯の場合：合計所得割額が 77,100円以下の世帯 

◎上表の（ひとり親世帯等）に当てはまるのは下記の世帯です。証明書の提出が必要になる場合があります。 

(１)ひとり親世帯 

(２)身体障害者手帳の交付を受けた者のいる世帯（本人を含む） 

(３)療育手帳の交付を受けた者のいる世帯（本人を含む） 

(４)精神障害者保健福祉手帳を有している者のいる世帯（本人を含む） 

(５)特別児童扶養手当の支給対象児のいる世帯（本人を含む） 

(６)障害基礎年金等の受給者のいる世帯 

≪保育料切替え時期について≫ 

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 

令和５年度の市町村民税額に基づく保育料 令和６年度の市町村民税額に基づく保育料 

※１月１日時点で南相馬市に住民登録されていなかった方は、以前登録されていた市区町村の課税（非課

税）証明書（所得割額を確認できるもの）を提出してください。 

◆毎年９月が保育料切替え時期のため、未申告の方は、保育料切替え前に申告が必要となります。こども育

成課での保育料算定準備のため、申告は７月末までに終えられますようお願い申し上げます。 

保育料（利用者負担額）について （令和５年１０月１日現在） 
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南相馬市の住民登録の有無を問わず利用できます。空き状況や料金は、直接施設にご確認ください。 

施設名 
所在地 

電話番号 
利用要件 

託児所ひまわり 
原町区桜井町一丁目１３６ 

☎２２－８３７４ 
 

幼児
こ ど も

の家 
原町区青葉町一丁目１２９ 

☎２３－３８３５ 
 

院内保育所おひさま 
原町区高見町二丁目５４－６ 

☎２６－６４８０ 

市立総合病院に勤務する職員（医師、看護

師及び技師）のみ 

ひばりっこ保育室 
原町区本陣前２丁目１３－２０ 

☎２３－７２５０ 
福島ヤクルト販売(株)に勤務する方のみ 

 

認可保育施設に申込みながら、認可外保育施設に有償で預けているのを常態としている場合は、 

入園選考の調整指数にて加点の対象となります。（１８ページ参照） 

加点対象とするには「認可外保育施設在籍証明書」が必要ですので、在籍している認可外保育施設

から証明を受けてください。様式はこども育成課で配付いたします。 

 

 

≪認可外保育施設入所児童の保護者助成について≫ （令和５年１０月１日現在） 

 南相馬市では、市内に住民登録のあるお子さんが上記の認可外保育施設をご利用されている場合、

保護者の方へ助成を行っています。住民登録がない方は市の助成対象外となります。 

 

 助成額（一人あたり） 

０～５歳児：４２，０００円／月（年額５０４，０００円） 

※助成額年齢は、４月１日時点での年齢です。 

※保護者が支払った一人あたりの保育料がこれを下回った場合、支払った額までが助成対象です。 

※助成対象は保育料のみです。通園送迎費、食材料費、行事費などは助成対象外ですので、保護者

負担になります。 

 

 助成方法 

毎月、施設に保育料をお支払いいただき、年二回（９月・３月）、半年分をまとめて助成いたします。 

該当時期に施設より助成申請用紙を配布します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

南相馬市の認可外保育施設 
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よくある質問集 

 
Ｑ１） 申込みをすれば必ず入園できますか？ 

Ａ１） 入所数が施設の定員を超えている場合や、保育士等の職員配置ができない場合は施設で受入れできま

せん。また、年度途中の入園は、空きがある場合となり、空き状況や申込み状況を市ホームページに掲載

しておりますのでご確認ください。 

 

Ｑ２） 入園の決定は、先着順ですか？  

Ａ２） 先着順ではありません。家庭状況等を確認し、南相馬市保育施設入園選考基準に基づき算出した結果、

空きがあれば優先度（選考基準指数）の高い方から保育施設を利用できます。 

 

Ｑ３） 現在第２子を妊娠しています。上の子は南相馬市の保育園に入園していますが、市外の実家で里帰り出

産をするため、一緒に帰りたいと考えています。在園する子は退園になりませんか？ 

Ａ３） 在園している保育施設に１か月以上通園がない、又は登園日数が著しく少ない月が２か月間続いた場合

は退園となります。 

 

Ｑ４）  入園している子が病気で急遽入院することになりました。すぐに退園しなければなりませんか？ 

Ａ４）  病気等でやむを得ない事情であっても、Ｑ３と同様に、在園している保育施設に１か月以上通園がない、又

は登園日数が著しく少ない月が２か月間続いた場合は退園が原則です。お子さんの病状や看護の状況を

確認する必要がありますので、まずは園にご相談ください。 

 

Ｑ５）  入園している間に仕事を辞めることになりました。保育園はすぐに退園となりますか？ 

Ａ５） 現在の仕事を辞めても引き続き就労を希望される場合は、保育施設に求職状況申立書を提出してくださ

い。離職日から９０日経過した日が属する月の末日まで（例：5 月 31 日退職の場合、8 月 31 日まで）は、

お子様の入園が可能です。その間に再就労先の就労証明書を提出いただくことで、入園を継続できます。 

就労の意思がない場合、期間内に就労できない場合は、利用要件を満たさないため退園となります。退職

の申し出がなくても事実が判明した場合、離職日にさかのぼって同様に扱います。 

   その他、１年間に求職活動を繰り返し、保育の必要性がみられない場合は、保育園の利用が認められない

場合があります。 

 

Ｑ６）  現在妊娠中です。在園児は引き続き保育園に通えますか？ 

Ａ６） 育児休業を取得する場合、出産日から１年を経過した日が属する月の末日まで在園児の継続入園を認め

ています。利用を希望する場合は、育児休業取得届を園に提出してください。        

育児休業制度が無い職場にお勤めで、下のお子さんの出産のために会社を退職した場合などは、在園す

るお子さんの保育施設の利用期間は下のお子さんの出産日より２か月を経過する日が属する月の末日ま

でです。出産のために仕事を辞めていたにもかかわらず、園に届け出ずに上のお子さんを利用させていたこ

とが発覚した場合には、保育の利用を解除いたします。 

 

Ｑ７）  市外に住んだまま、南相馬市の認可保育施設を利用することはできますか？ 

Ａ７） 市外にお住まいの方が、南相馬市内の認可保育施設へ入所を希望する場合、まずは現在お住まいの市

町村へご相談ください。お住まいの市町村によっては、他市町村の利用希望ができない場合があります。 

また、市内保育施設の利用は南相馬市民が優先となることから、施設に空きがなければ利用できません。 

 

Ｑ８）  市外に住んでいますが南相馬市に転入予定です。認可保育施設を利用したい場合はどのように申し込め

ばいいですか？ 

Ａ８） 南相馬市へ転入予定の方が、転入前に南相馬市内の認可保育施設への入所を希望される場合は、南相

馬市へお申込みください。このとき、確約書が別途必要です。入園の可否にかかわらず、南相馬市へ転入

することが申込みの条件となります。入園決定後、入園希望日の前月末日まで（例：4月 1日入園の場合、

3月 31日まで）に転入が確認できない場合は入園を取り消します。 

 

Ｑ９）  市外の認可保育施設を利用（広域入所）することはできますか？ 

Ａ９） 市内にお住まいの方で、保護者の勤務地が市外にある、または出産など特別の理由がある場合のみ、市外

の認可保育施設への入所を希望することができます。まずはこども育成課へご相談ください。なお、以下に

ついてご了承ください。 

・市外保育施設への入所は、保育施設のある市町村の住民が優先となります。 

・南相馬市と申込先の市町村が協議を行い、受託された場合に入所が可能となります。 

・協議に時間がかかる場合もありますので、余裕をもってご相談ください。 
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南相馬市保育施設入園選考基準 

（１）世帯の基準指数 

番号 保護者の状況 細      目 
基準 
指数 父 母 

１ 
居宅外労働 

（自宅外自営を除く） 

常勤・非常勤 

契約・派遣 

一日７時間以上就労 ９   

一日４～７時間就労 ８   

パート・ 

アルバイト 

週４日以上。一日７時間以上就労 ８   

週４日以上。一日４～７時間就労 ７   

求職のため日中外出を常態としている場合 ４   

２ 

自  営 

（自宅外自営、

親族等が経営

の自営を含む） 

中心者 

一日７時間以上就労 ９   

一日４～７時間未満就労 ８   

開業準備（２か月前から適用） ７   

協力者 

週４日以上。一日７時間以上就労 ８   

週４日以上。一日４～７時間未満就労 ７   

開業準備（２か月前から適用） ５   

農  業 

中心者 日々農作業に従事している場合（一日７時間以上） ９   

協力者 
日々農業に従事している場合（一日７時間以上） ８   

日々農業に従事している場合（一日４～７時間未満） ７   

内  職 

メーカー又は直接需要者から依

頼され、自宅で物品の製造加工に

日々従事している場合 

週４日以上。 

一日７時間以上就労 
７ 

  

週４日以上。 

一日４～７時間未満就労 
６ 

  

３ 妊娠・出産 

出産予定日の２か月前から出産後２か月程度までの間で、分

娩・休養のため保育ができない場合 

（切迫流産等は「疾病」と扱う） 

９ 

  

４ 
疾病・負傷・

心身障がい 

疾 病 

負 傷 

入院（１か月以上） １０   

居宅 

療養 

常時病臥 ９   

精神疾病 ８   

一般療養（１か月以上） ６   

心 身 

障がい 

身体障害者手帳１・２級（聴覚障害３級含む）、療育手帳、精神

障害者保健福祉手帳の交付を受けている場合 

（同程度の障がいを有する場合を含む） 

１０ 

  

身体障害者手帳３級以下 

（同程度の障がいを有する場合を含む） 
７ 

  

５ 

看  護 

介  護 

(通院･通所の

付添い含む) 

病院・

施設等 

付添い 

週５日以上の付き添い介護 ９   

週４日以上の付き添い介護 ８   

週３日以上の付き添い介護 ７   

居宅内

看 護 

同居親族の長期にわたる居宅療養等の介護に従事している場合 7   

心身障がい児看護（申込児童除く） ７   

６ 災害復旧 災害（火災・風水害・地震等）の復旧にあたっている場合 １０   

７ 
虐待やＤＶ 

（家庭内暴力） 
虐待やＤＶ（家庭内暴力）により公的機関に相談している場合 １０ 

  

８ 
技能習得就学等 

（通信制・定時制は除く） 

週４日以上。一日７時間以上の就学 ８   

週４日以上。一日４～７時間の就学 ７   

９ その他 不存在 死亡や拘禁等で父又は母がいない場合 １０   

世帯の選考基準指数合計 ① 
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（２）調整指数（該当する者には以下の指数を加減する。） 

番号 細   目 調整指数 

１ 
保護者が市内の認可保育施設や幼稚園に保育士や幼稚園教諭（資格有）として

就労する場合（入園後３か月以内に退職した場合、調整指数を減算して再選考） 
＋１０ 

 

２ 
虐待やＤＶ（家庭内暴力）のおそれがある場合など、社会的擁護が必要な場合 

（要：公的機関の証明書） 
＋６ 

 

３ ひとり親の世帯、両親不存在の世帯 ＋５  

４ 育児休業取得により、一時退園し、育児休業明けに再入園の場合 ＋４  

５ 生活保護世帯 ＋４  

６ 
生計中心者（前年の所得で判断）の失業により、就労の必要性が高い場合 

（両親が存在している場合に適用） 
＋３ 

 

７ 施設の利用希望開始日時点で兄弟姉妹が在園している園を希望している場合 ＋２  

８ 

特別児童扶養手当支給対象児、障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉

手帳の交付を受けている児童かこれと同等の障がいを有すると認められる児

童の場合（要：手帳写し、受給証明書等） 

＋２ 

 

９ 育児休業明けの場合 ＋２  

１０ 地域型保育事業（小規模保育施設等）の卒園児童 ＋２  

１１ 
地域型保育事業（小規模保育施設等）の卒園児童で、在園している園の連携施

設を第一希望とする場合 
＋５ 

 

１２ 兄弟姉妹（多胎児を含む）が同一の保育園（所）の利用を同時に希望する場合 ＋１  

１３ 
申込児を認可外保育施設に有償で預けているのを常態としている場合 

（要：認可外保育施設在籍証明書 在籍している施設から証明を受けてください） 
＋１ 

 

１４ 未就学児が３人いる世帯 ＋１  

１５ 父又は母が単身赴任の場合 ＋１  

１６ 
就労・就学要件で申込中の保護者が、申込児を自宅以外の場所で保育している

世帯（内職、産休・育休中を除く） 
－１ 

 

１７ 申込児の祖父又は祖母等の親族が申込児を保育している場合 －１  

１８ 職場の事業所内保育所の利用が可能な場合 －２  

１９ 週４日未満の就労、日中の就労時間が４時間未満の場合（父母それぞれを減算） －２  

２０ 
就労・就学要件で申込み中の保護者が、申込児を自宅（自宅兼職場）で保育し

ている世帯（内職、産休・育休中を除く） 
－２ 

 

２１ 保育園保育料を正当な理由なく６か月分以上滞納している場合 －５  

調整指数合計 ② 

選考基準指数（①＋②） 点 
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（３）備考 

１ 父母のそれぞれの基準指数を合算し、世帯の基準指数を算出する。 

 ２ 選考基準指数＝世帯の選考基準指数＋調整指数とする。 

 ３ 入所選考基準番号が２項目以上にわたる場合は、基準指数の高い方とする。 

 ４ 居宅内自営とは、同一敷地内または同一敷地内程度の範囲で就労場所がある場合をいう。 

 ５ 集団保育を必要とする障がい児の場合、その旨が記載されている医師の診断書を必要とする。 

 ６ 基準指数の算定は、保護者が２人の時は合算し、保護者が１人の時は世帯の基準指数に１０

を加える。 

 ７ ｢南相馬市保育施設入園選考基準」に関する証明が提出されない場合は、指数は加算しない。 

 

◎世帯の選考基準指数が同位となった場合は、下記のアルファベット順により決定する。 

Ａ．ひとり親の世帯、両親不存在の世帯に該当 

Ｂ．保護者の状況が疾病・負傷・心身障がいに該当 

Ｃ．保護者の状況が育児休業明けで仕事に復帰する世帯 

Ｄ．保護者の状況が妊娠・出産に該当 

Ｅ．保護者の状況が介護・看護に該当 

Ｆ．兄弟姉妹（卒園予定児童を除く）が在園している又は２人以上の同時申し込みをしている世帯 

Ｇ．常態で認可外保育施設に有償で預けている世帯（利用月日が早い世帯を優先） 

Ｈ．同居親族（６５歳以上、就労及び疾病の場合は除く）がいない世帯 

Ｉ．保護者の状況が夜間に就労している世帯 

Ｊ．基準指数上位世帯 

Ｋ．保育園保育料の滞納（１か月以上）がない世帯 

Ｌ．保護者の前年度の所得が低い世帯 

Ｍ．申込時期が早い世帯 

 

 

 

退園（保育実施解除）について 

保育施設入園後に下記に該当した場合は、保護者の希望にかかわらず退園となります。 

（１）南相馬市外に住民票を移す場合（転出） 

（２）保護者が保育施設を利用する事由に該当しなくなった場合（家庭保育可能） 

（３）１か月以上保育施設への通園がない、又は登園日数が著しく少ない月が２か月続いた場合 

（４）虚偽の届け出があった場合 

 

なお、退園を希望する場合、通われている認可保育施設に「保育実施解除届」を提出してください。 

様式は、園で受け取ってください。 


